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指摘事項

指摘内容 改善状況

保育所保育指針について 　保育所保育指針が備え付けられていなかった。
　児童の適切な関わりについて理解するために
は、保育所保育指針を理解することが不可欠であ
ることから、保育従事者の質の向上を図るために
も、保育所保育指針を備え付け、その内容を常時
確認できるようにしておくこと。

改善済

安全計画の保護者への周知
について

　安全計画は策定されていたが、保護者への周知
が行われていなかった。利用する児童の保護者等
に対し、児童の安全に関する連携を図るため、施
設での安全計画に基づく取り組みの内容等を、入
園時等の機会において説明を行うなどにより周知
すること。

改善済

施設及びサービスに関する
内容の掲示について

　施設内に掲示している施設及びサービスに関す
る情報について、以下の事項について記載がない
ので追記すること。
・設置者及び職員に対する研修の受講状況

改善済

指摘内容 改善状況

入所時の児童の健康診断に
ついて

　継続して保育している児童の利用開始時健康診
断を実施していないため、利用開始日の属する月
の６か月前の初日から利用開始日の１か月後の日
までに実施し、記録を保管すること。あるいは、
直接実施できない場合は、診断日が上記の健診対
象期間内である健康診断書又は母子手帳の写しを
提出させるなどにより、確認を行うこと。

改善予定

児童の定期健康診断につい
て

　継続して保育している児童については、１年に
２回以上（歯科については年１回）、学校保健安
全法に規定する健康診断に準じて実施する必要が
あるが、実施されていないため、実施すること。
なお、施設において直接実施できない場合には、
保護者から健康診断書、母子手帳の写し等の提供
を受けても差し支えないが、その場合、診断日が
健康診断の対象期間内である必要があることに留
意すること。

改善予定

救命処置の訓練について 　職員に対する救命処置の訓練が定期的に実施さ
れていなかった。
　事故発生時に適切な救命処置が可能となるよ
う、定期的かつ計画的に訓練を実施するととも
に、訓練への参加者、訓練の状況、訓練の結果判
明した課題等をまとめた記録を作成し、振り返り
ができるように整理しておくこと。

改善予定

●　指導監督基準を満たしていないが、比較的軽微な事項
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